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不 安 か ら信 頼 関 係 へ

荒 り|1 哲 郎

The Creation of Credibility from Suspicious Human Relations

Tetsuro Aru.rlwa

1.は じめに

「不安の時代」 と呼ばれる社会の状況で、私たちの

意識が大きく変化 している。最近、 内閣府が 2004年

7月 に報告 した治安に関する世論調査が大きく新聞に

報道された。この調査では 「ここ 10年 で日本の治安

が悪 くなった」 と思 う人が 9割 に達 している。 また

「自分や身近な人が犯罪に遭 うか もしれないと不安 に

なることが多 くなった」と思うAが 8割 を超えている。

治安が悪 くなった理由の一番には 「外国人の不法滞在

者が増えたから」を半数以上 (54.4%)の 人たちが選

び、「自分や身近な人が犯罪に巻 き込まれるか もしれ

ない」不安の対象になる人としては 「情緒不安定な人

や怒 りっぽい人 (すぐキレる)人 」を選択 した人が最

も多 く、約半数 (49.4%)で ある。次に 「外国人の犯

罪グループや不法滞在者」 (43.2%)そ して 「暴走族

などの非行集団や非行少年」 (43.1%)を 不安になる

人として選んでいる。

いつ犯罪に巻き込まれるのかとの不安、テロ事件が

日本でも起きるだろうかとの恐怖、それに加えて自然

災害への怯え、重なる不信とス トレスが溜まった状態

である。

不安から監視体制へ

不安になると、どのような現象がみられるのだろう

か。「不審な人」を監視するシステム、 たとえば監視

(防犯)カ メラなどが取 り付けられていく。そして駅、

スーパーマーケットなどにタムロしている人、酔っぱ

らい、大声で話 しをしている人 も犯罪を犯すおそれが

あるとして、取 り締まられる。イギ リスでは少年の溜

まり場に監視カメラが設置され、犯罪の予防、虞犯の

検挙に使われている。

監視カメラの社会現象のキーヮー ドは 「疑いのまな

ざし」である。監視カメラには、無作為にすべての人

が写 し出されている。防犯への意味が目的であるが、

副次的には、職場での勤務状態のチェックであったり

する。私たちはカメラに見張 られて、管理されている。

疑いから排除への展開

多 くの精神障害者 家 族、医療従事者、弁護士、一

般市民の反対を押 しきり、強行採決により成立 した

陶い神喪失等の状態で重大な他害行為を行なった者の

医療及び観察等に関する法律」 は 2003年 7月 か ら施

行された。殺人、強盗などの重大な罪に当たる行為を

行なった人が心神喪失などの理由で不起訴処分になっ

た場合の 「処遇手続き決定」に重点が置かれ、社会的

安全の観点が重視されている法律である(う
。 この法律

の背景には2001年 6月 の大阪教育大学付属池田小学

校で起きた悲惨な児童殺傷事件が存在する。 この事件

の犯人が精神障害者であることをマスコミが大きく報

道 して、小泉首相 も 「法改正 も視野にいれた検討を行

なう」ことに言及 した。

しかしその後、犯人は精神障害者を装っていたこと

が判明した。 この法律の目的には 隔い神喪失等の状態

で重大な他害行為を行なった者」に対する 「適切な処

遇を決定するための手続きを定めること」により 「継

続的な医療」ならびに 「その確保のために必要な観察

および指導」を行ない、「病状の改善及びこれに伴 う

同様の行為の再発の防止等を図り、 もって社会復帰の

促進を図る」としている。

過去に心神喪失により他人に甚大な犯罪にあたる行

為を行なった人 は再度、同様の行為をする。つまり

「̀E罪を犯すおそれ」があることを前提にしている。

「犯罪行為をするおそれが明らかにない」場合を除き、

検察官が審判の開始の申し立てをしなければならない。

裁判所は裁判官と保健精神審判員 (精神科医)と の合

議制の審判により、入院、通院などの処遇を決めるこ

とができる。 この法律のキーヮー ドである 「犯罪を起

こすおそれ」について考えてみる。第二には過去に心

神喪失の状態で犯罪行為をした人として、画一化 して

いることに危惧する。対象となる人 も一人ひとりの違

いがあり、過ちを悔い改める教育の可育旨性が否定され

ている。一人ひとりの教育、人間関係、生活環境の違

いをとらえきれていない問題が存在 している。第二に

は、不確実な未来の想定により、本来、人間は自由で
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